
（概要）一部地域において、選挙人名簿登録者数が年々減少しており、投票管理者・立会人を確保することが難しくな
るなど、当日投票所の維持が困難な状況にあったため、移動期日前投票所を導入した。

和歌山県新宮市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・新宮市鎌塚集会所 令和３年１０月２１日（木） ０９：４５～ １０：００
・新宮市滝本集会所 令和３年１０月２１日（木） １０：４５～ １１：００
・個人宅前倉庫横 令和３年１０月２１日（木） １３：１５～ １３：４５

令和３年１０月２８日（木） ０９：３０～ １０：００
・玉置口集会所跡地 令和３年１０月２１日（木） １４：２０～ １５：００
・四滝集会所跡地 令和３年１０月２１日（木） １５：３５～ １６：３５

令和３年１０月２８日（木） １０：３０～ １０：５０

移動期日前投票所の実施場所について、事前に当該地域の選挙人の意見
を確認した上で、実施場所の選定を行った。

２７名
（対象地域における有権者数：５１人）
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